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西
周
金
文
の
製
作
意
図
に
つ
い
て

―
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
記
録
し
た
金
文
よ
り
探
る

―佐
藤　

信
弥

は
じ
め
に

金
文
の
文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
松
丸
道

雄
の
研
究
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る①

。
松
丸
道
雄
は
、
青
銅
器
お
よ
び
そ
の
銘
文
に
は
王
室
が
製
作
し
、
臣
下
に
賜
与
さ
れ
た
も
の
と
、

臣
下
自
身
が
製
作
し
た
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
王
室
が
製
作
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
王
室
に
よ
る
恩
寵
を
強
調
し
、
祖

先
祭
祀
に
お
い
て
そ
の
器
銘
の
使
用
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
下
に
王
室
に
よ
る
支
配
を
確
認
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
。

松
丸
道
雄
は
作
冊

と
作
冊

尊
を
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る②

。

作
冊

（
集
成
五
四
〇
七　

西
周
早
期③

）

隹
（
唯
）
十
又
九
年
、
王
才
（
在
）

。
王
姜
令
（
命
）
乍
（
作
）
册

安
尸
（
夷
）
白
（
伯
）、
尸
（
夷
）
白
（
伯
）
賓

貝
・
布
。
揚

王
姜
休
、
用
乍
（
作
）
文
考
癸
寶

（
尊
）
器
。

【
唯こ

れ
十
又
九
年
、
王
、

に
在
り
。
王
姜
、
作
册

に
命
じ
て
夷
伯
を
安
ん
ぜ
し
め
、
夷
伯
、

に
貝
・
布
を
賓
す
。
王
姜
の
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休
に
揚
し
、
用
て
文
考
癸
の
寶
尊
器
を
作
る
。】

作
冊

尊
（
集
成
五
九
八
九　

西
周
早
期
）

才
（
在
）

。
君
令
（
命
）
余
乍
（
作
）
册

安
尸
（
夷
）
白
（
伯
）、
尸
（
夷
）
白
（
伯
）
賓
用
貝
・
布
。
用
乍
（
作
）
朕
文
考
日
癸

（
旅
）
寶
。　

【

に
在
り
。
君
、
余
作
册

に
命
じ
て
夷
伯
を
安
ん
ぜ
し
め
、
夷
伯
、
賓
す
る
に
貝
・
布
を
用
て
す
。
用
て
朕
が
文
考
日
癸
の

旅
寶
を
作
る
。　

】

こ
の
二
銘
は
と
も
に
作
冊

と
い
う
人
物
が
王
姜
（
尊
銘
の
君
。
王
妃
と
思
わ
れ
る
）
の
命
に
よ
り
、
夷
伯
と
い
う
人
物
の
も
と
に
使
者

に
赴
き
、
そ
の
夷
伯
か
ら
貝
や
布
を
賜
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
引
用
文
の
傍
線
部
が
両
銘
の
表
記
が
異
な
る
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
松
丸
道
雄
は
、

銘
が
「
十
又
九
年
」
と
い
う
周
の
紀
年
を
表
記
し
、
ま
た
「
王
姜
の
休
に
揚
し
」
と
王
姜
の
恩

寵
へ
の
感
謝
の
意
を
示
し
て
い
る
一
方
で
、
尊
銘
の
方
は
こ
う
し
た
表
現
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
「
王
姜
」
を
「
君
」
と
言
い
換
え
る
な

ど
、「
王
」
と
い
う
表
現
を
避
け
る
か
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
自
身
の
名
や
父
祖
の
名
の
上
に
「
余
」「
朕
」
字

を
加
え
て
自
身
と
そ
の
一
族
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て

銘
の
文
章
は
王
室
側
で
起
草
さ
れ
、
王
室
の
工

房
で
製
作
さ
れ
、

は
王
室
側
の
権
威
を
押
し
つ
け
る
か
の
よ
う
な
文
章
の
表
現
に
憤
懣
を
抱
き
、
こ
れ
を
改
竄
し
た
尊
銘
を
起
草
し

て
自
身
の
工
房
で
尊
を
製
作
し
、
と
セ
ッ
ト
と
し
た
と
す
る
。
王
室
製
作
の
金
文
は
王
室
に
よ
る
恩
寵
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

臣
下
に
王
室
に
よ
る
支
配
を
確
認
さ
せ
、
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
使
用
を
強
制
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
議
論
を
進
め

て
い
る
。
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こ
の
松
丸
説
に
つ
い
て
は
、
賛
同
す
る
研
究
者
が
存
在
す
る
一
方
で
、
白
川
静
や
伊
藤
道
治
、
高
島
敏
夫
が
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

白
川
静
に
よ
る
松
丸
道
雄
の
論
著
の
書
評
は
、
西
周
の
彝
器
は
あ
く
ま
で
臣
下
の
家
の
祭
器
と
し
て
、
臣
下
の
意
思
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
王
室
に
よ
る
強
権
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
か
、
臣
下
の
作
器
が
こ
れ
に
対
抗
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
は
到

底
考
え
が
た
い
と
批
判
す
る④

。

一
方
、
伊
藤
道
治
は
、

銘
と
尊
銘
の
違
い
は

の
憤
懣
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
単
に
字
数
と
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
は
な
い

か
と
し
、
ま
た

銘
の
方
が
先
に
作
ら
れ
た
と
い
う
の
も
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
金
文
は
臣
下
自
身
の
功
業
を
祖
先
に

報
告
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
祖
先
の
功
業
を
称
揚
す
る
た
め
の
も
の
と
結
論
づ
け
る⑤

。

高
島
敏
夫
は
松
丸
道
雄
の
議
論
に
つ
い
て
、
論
証
過
程
そ
の
も
の
は
大
変
有
意
義
で
あ
る
が
、
結
論
段
階
で
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
通

俗
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
と
し⑥

、
松
丸
道
雄
の
論
じ
る
西
周
の
君
臣
関
係
に
つ
い
て
、
近
代
社
会
に
お
い
て
の
関
係
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
よ
う
な
違
和
感
を
抱
く
と
論
評
す
る⑦

。

と
こ
ろ
で
作
冊

と
作
冊

尊
は
同
一
の
出
来
事
に
つ
い
て
記
述
し
た
銘
文
、
す
な
わ
ち
同
一
事
件
記
載
金
文
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
本
稿
は
、
こ
の
同
一
事
件
記
載
金
文
の
諸
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
松
丸
説
の
当
否
、
す
な
わ
ち
金
文
の
製
作
意
図
の
問
題
に
つ

い
て
判
断
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
当
に
金
文
に
松
丸
道
雄
が
主
張
す
る
よ
う
な
方
向
で
王
室
側
の
政
治
的
意
図
が
強
く
反
映
さ

れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
同
一
事
件
記
載
金
文
の
文
辞
・
書
式
が
似
通
っ
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
判
断
基
準
と
な
る
。
似
通
っ
て
お
れ
ば
、
王
室
側
が
用
意
し
た
銘
文
製
作
上
の
書
式
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
逆
に
銘
文
の
文
辞
・
書
式
が
異
な
っ
て
お
れ
ば
、
金
文
は
臣
下
の
側
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
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１　

異
な
る
器
主
に
よ
る
同
一
事
件
記
載
金
文
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の

作
冊

と
作
冊

尊
は
、
同
一
の
人
物
が
器
主
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
一
事
件
記
載
金
文
に
は
、
異
な
る
人
物
が
器
主
と
な

る
も
の
も
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
以
下
に
引
く
作
冊
令
方
尊
／
方
彝
で
あ
る
。

作
冊
令
方
尊
／
方
彝　
（『
集
成
』
六
〇
一
六
／
九
九
〇
一　

西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
八
月
、
辰
才
（
在
）
甲
申
。
王
令
（
命
）
周
公
子
明
保
、
尹
三
事
四
方
、
受
（
授
）
卿
事
尞
。
丁
亥
、
令
（
命
）
夨
告
弙

（
于
）
周
公
宮
。
公
令
（
命
）

（
誕
）
同
卿
事
寮
。
隹
（
唯
）
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
朝
至
弙
（
于
）
成
周
。

（
誕
）
令
（
命
）
舍
三

事
令
（
命
）、
眔
卿
事
寮
眔
者
（
諸
）
尹
、
眔
里
君
眔
百
工
、
眔
者
（
諸
）
侯
侯
田
男
、
舍
四
方
令
（
命
）。
既
咸
令
（
命
）。
甲
申
、
明

公
用
牲
弙
（
于
）
京
宮
。
乙
酉
、
用
牲
弙
（
于
）
康
宮
。
咸
既
、
用
牲
弙
（
于
）
王
。
明
公
歸
自
王
。
明
公
易
（
賜
）
亢
師
鬯
・
金
・

牛
、
曰
、「
用

（
禱
）。」
易
（
賜
）
令
鬯
・
金
・
牛
、
曰
、「
用

（
禱
）。」
廼
令
（
命
）
曰
、「
今
我
隹
（
唯
）
令
（
命
）
女
（
汝
）
二

人
亢
眔
夨
、
奭

（
左
）
右
弙
（
于
）
乃
寮
以
乃
友
事
。」
乍
（
作
）
册
令
敢
揚
明
公
尹
氒
（
厥
）

（
寵
）、
用
乍
（
作
）
父
丁
寶

（
尊
）
彝
。
敢
追
明
公
賞
弙
（
于
）
父
丁
、
用
光
父
丁
。

册
。

【
唯
れ
八
月
、
辰
は
甲
申
に
在
り
。
王
、
周
公
の
子
明
保
に
命
じ
て
、
三
事
四
方
を
尹
め
、
卿
事
尞
を
授
け
し
む
。
丁
亥
、
夨
に

命
じ
て
周
公
の
宮
に
告
げ
し
む
。
公
、
命
じ
て
誕
に
卿
事
寮
を
同
め
し
む
。
唯
れ
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
、
朝
に
成
周
に
至
る
。

誕こ
こ

に
命
じ
て
三
事
の
命
を
舍
く
、
卿
事
寮
と
諸
尹
と
、
里
君
と
百
工
、
諸
侯
の
侯
田
男
と
、
四
方
の
命
を
舍
く
。
既
に
命
を
咸
え

る
。
甲
申
、
明
公
、
牲
を
京
宮
に
用
う
。
乙
酉
、
牲
を
康
宮
に
用
う
。
咸
く
既
え
、
牲
を
王
に
用
う
。
明
公
、
王
自
り
歸
る
。
明

公
、
亢
師
に
鬯
・
金
・
牛
を
賜
い
て
、
曰
く
、「
用
て
禱い

の

れ
」
と
。
令
に
鬯
・
金
・
牛
を
賜
い
て
、
曰
く
、「
用
て
禱
れ
」
と
。
廼
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ち
命
じ
て
曰
く
、「
今
我
れ
唯
れ
汝
二
人
亢
と
夨
と
に
命
じ
て
、
奭と

も

に
乃
の
寮
と
乃
の
友
の
事
を
左
右
け
し
む
」
と
。
作
册
令
敢
え

て
明
公
尹
の
寵
に
揚
し
、
用
て
父
丁
の
寶
尊
彝
を
作
る
。
敢
え
て
明
公
の
賞
を
父
丁
に
追
し
、
用
て
父
丁
を
光
か
せ
ん
。

册
。】

た
と
え
ば
こ
こ
に
引
く
作
冊
令
方
尊
／
方
彝
は
、
周
公
の
子
明
保
（
明
公
）
が
王
よ
り
三
事
（
内
服
）・
四
方
（
外
服
）
を
管
轄
す
る
よ

う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
金
文
で
あ
る
が
、
明
保
が
十
月
の
甲
申
・
乙
酉
の
日
に
京
宮
と
康
宮
の
祭
祀
を
行
い
、
王
の
も
と
よ
り
帰

還
し
た
後
に
亢
師
（
亢
）
と
令
（
夨
）
に
そ
れ
ぞ
れ
鬯
・
金
・
牛
を
賜
与
し
て
祭
祀
を
命
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
卿
事
寮
の
僚
友
と
と
も
に
自
分

を
補
佐
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
本
銘
は
あ
く
ま
で
令
の
器
で
あ
る
が
、
同
内
容
の
銘
文
を
亢
師
も
制
作
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
実
際
後
文
で
み
る
よ
う
に
、
異
な
る
人
物
が
同
一
の
祭
祀
・
軍
事
な
ど
を
記
録
し
た
金
文
が
存
在
す
る
。

金
文
製
作
の
意
図
を
探
る
に
は
、
同
一
人
物
が
器
主
の
も
の
よ
り
も
、
異
な
る
人
物
が
器
主
の
も
の
の
方
が
製
作
意
図
の
異
同
が
見

え
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
以
下
、
ま
ず
器
主
が
異
な
る
も
の
を
問
題
に
し
、
つ
い
で
器
主
が
同
一
人
物
で
あ
る
も
の
を

取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

２　

異
な
る
器
主
に
よ
る
同
一
事
件
記
載
金
文
の
諸
相

本
章
で
は
、
異
な
っ
た
器
主
に
よ
る
同
一
事
件
記
載
金
文
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
別
に
見
て
い
く
。

（
１
）
大
事
紀
年
的
記
載

保

／
尊
（『
集
成
』
五
四
一
五
／
六
〇
〇
三　

西
周
早
期
）
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乙
卯
、
王
令
（
命
）
保
及
殷
東
或
（
國
）
五
侯
。
𢓊
兄
（

）
六
品
、
蔑
𤯍
（
歴
）
于
保
、
易
（
賜
）
賓
。
用
乍
（
作
）
文
父
癸
宗
寶

（
尊
）
彝
。
遘
于
四
方
䢔
（
會
）
王
大
祀
、　

于
周
。
才
（
在
）
二
月
既
望
。

【
乙
卯
、
王
、
保
に
命
じ
て
殷
の
東
國
五
侯
に
及
ば
し
む
。
𢓊
、
六
品
を

り
、
保
よ
り
蔑
歴
せ
ら
れ
、
賓
を
賜
う
。
用
て
文
父

癸
宗
の
寶
尊
彝
を
作
る
。
四
方
の
王
の
大
い
に
祀
り
、
周
に　

す
る
に
會
す
る
に
遘
う
。
二
月
既
望
に
在
り
。】

保

／
尊
は
、
あ
る
人
物
が
王
命
に
よ
り
旧
殷
の
東
方
の
五
侯
の
も
と
に
使
者
と
し
て
赴
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
器
主
に
つ

い
て
諸
説
あ
る
。
一
般
的
な
の
は
保
（
大
保
、
召
公
奭
）
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
銘
中
の
「
𢓊
」
と
す
る
説⑧

、「
賓
」（
儐
相
、
儀
礼

の
案
内
役
）
と
す
る
説⑨

が
あ
り
、
明
確
で
な
い
。
さ
し
あ
た
り
𢓊
と
見
て
お
く⑩

。
彼
が
五
侯
へ
の
使
者
と
な
る
。
𢓊
が
こ
の
五
侯
に
対
し

て
贈
答
す
る⑪

。
重
要
な
の
は
傍
線
部
で
あ
る
。
銘
文
制
作
の
紀
年
、
某
年
の
乙
卯
の
日
が
、
四
方
（
諸
侯
）
が
周
に
集
ま
っ
て
周
王
の
祭

祀
（
大
祀
、

）
に
参
加
し
た
日
に
あ
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
大
事
紀
年
に
あ
た
る
。
た
だ
、
銘
文
前
半
の
内
容
と

関
連
が
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

荊
子
鼎
（『
銘
図
』
二
三
八
五　

西
周
早
期
）

丁
子
（
巳
）、
王
大

。
戊
午
、
荊
子
蔑

（
歴
）、

（
賞
）
白
牡
一
。
己
未
、
王
賞
多
邦
白
（
伯
）、
荊
子
麗
（
列
）、
賞

・

貝
二
朋
。
用
乍
（
作
）
文
母
乙

（
尊
）
彝
。

【
丁
巳
、
王
、
大
い
に

す
。
戊
午
、
荊
子
蔑
歴
せ
ら
れ
、
白
牡
一
を
賞
せ
ら
る
。
己
未
、
王
、
多
邦
伯
に
賞
す
る
に
、
荊
子
列

し
、

・
貝
二
朋
を
賞
せ
ら
る
。
用
て
文
母
乙
の
尊
彝
を
作
る
。】
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荊
子
鼎
で
は
、
丁
巳
の
日
に
王
が
大

の
祭
祀
を
行
い
、
戊
午
の
日
に
荊
子
が
褒
賞
さ
れ
、
己
未
の
日
に
多
邦
伯
へ
の
褒
賞
が
行
わ

れ
て
い
る⑫

。
こ
の
三
つ
の
日
付
に
つ
い
て
、
李
天
虹
が
丁
巳
（
干
支
番
号
五
四
）・
戊
午
（
五
五
）・
己
未
（
五
六
）
の
日
付
が
保

／
尊
の

乙
卯
（
五
二
）
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑬

。
つ
ま
り
こ
の
二
銘
は
同
じ
祭
祀
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ま

た
二
銘
を
接
続
す
る
と
、
多
邦
伯
で
あ
る
荊
子
は
四
方
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
祭
祀
は
乙
卯
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
開
始
の
時
期
は
そ
れ
以
前
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
銘
文
だ
け
で
は
祭
祀
の

全
容
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
２
）
同
一
の
祭
祀
儀
礼
へ
の
参
加

義

蓋
（『
集
成
』
九
四
五
三　

西
周
中
期
）

隹
（
唯
）
十
又
一
月
、
既
生
霸
甲
申
、
王
才
（
在
）
魯
。

（
會
）
即
邦
君
・
者
（
諸
）
侯
・
正
・
有
𤔲
（
司
）
大
射
。
義
蔑
𤯍
（
歴
）、

眔
于
王
逨
。
義
易
（
賜
）
貝
十
朋
。
對
揚
王
休
、
用
乍
（
作
）
寶

（
尊
）

。
子
子
孫
孫
永
寳
用
。

【
唯
れ
十
又
一
月
、
既
生
霸
甲
申
、
王
、
魯
に
在
り
。
會
し
て
邦
君
・
諸
侯
・
正
・
有
司
に
即
き
て
大
射
す
。
義
、
蔑
歴
せ
ら

れ
、
眔
び
王
に
逨
す
。
義
、
貝
十
朋
を
賜
わ
る
。
王
の
休
に
對
揚
し
、
用
て
寶
尊

を
作
る
。
子
子
孫
孫
永
く
寳
用
せ
よ
。】

義

蓋
は
某
年
の
十
一
月
既
生
霸
甲
申
の
日
に
王
が
魯
で
大
射
礼
を
行
っ
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
参
加
者
は
邦
君
（
こ
こ
で
は
王

の
直
臣
で
大
臣
に
相
当
す
る
者
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
）
と
諸
侯
、
正
（
官
の
正
長
）、
有
司
（
諸
官
）
か
ら
な
る
。
器
主
義
が
褒
賞
さ
れ
、
大
射
礼

で
王
の
ペ
ア
を
務
め
、
宝
貝
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
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賢
鼎
（『
銘
続
』
二
二
八　

西
周
中
期
）

隹
（
唯
）
十
又
一
月
、
辰
才
（
在
）
甲
申
。
王
大
射
、
才
（
在
）
魯
。
王
眔
右
即
西
六

（
師
）、
𠂇
（
左
）
即
東
八

（
師
）。
王
克

西

（
師
）、
𠂇
（
左
）
克
東

（
師
）、
（
賢
）
克
氒
（
厥
）
啻
（
敵
）。
王
休
、
易
（
賜
）

（
賢
）
貝
百
朋
。
用
乍
（
作
）
寶

（
尊
）

鼎
。【

唯
れ
十
又
一
月
、
辰
は
甲
申
に
在
り
。
王
、
大
射
す
る
に
、
魯
に
在
り
。
王
、
右
と
眔
に
西
の
六
師
に
即
き
、
左
、
東
の
八
師

に
即
く
。
王
、
西
師
に
克
ち
、
左
、
東
師
に
克
ち
、
賢
、
厥
の
敵
に
克
つ
。
王
休
し
、
賢
に
貝
百
朋
を
賜
う
。
用
て
寶
尊
鼎
を
作

る
。】

賢
鼎
は
義

蓋
と
同
日
（
十
一
月
甲
申
）、
同
地
（
魯
）
で
開
催
さ
れ
た
大
射
礼
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
。
参
加
者
は
、
こ
ち
ら
は
右
・

左
（
詳
細
不
明
）、
西
の
六
師
、
東
の
八
師
（
殷
八
師
、
成
周
八
師
）
か
ら
な
る
。

ま
た
こ
の
銘
文
中
の
「
即
」
は
大
射
礼
で
対
戦
相
手
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
王
と
右
が
西
の
六
師
と
対
戦

し
、
左
が
東
の
八
師
と
対
戦
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
と
右
は
西
六
師
に
勝
ち
、
左
は
東
八
師
に
勝
利
し
た
。
賢
も
対
戦
相
手
に

勝
利
し
た
こ
と
に
よ
り
、
王
よ
り
宝
貝
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
義

蓋
と
は
参
加
者
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
両
銘
双
方
が
儀
礼
の
全
貌

を
記
述
し
て
い
な
い
可
能
性
が
示
さ
れ
る
。

つ
い
で
別
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
い
。

何
尊
（『
集
成
』
六
〇
一
四　

西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
王
初
𨝍
（
遷
）
宅
于
成
周
、復
㐭
（
禀
）
武
王
豊
（
禮
）

自
天
。
才
（
在
）
四
月
丙
戌
。
王

（
誥
）
宗
小
子
弙
（
于
）
京
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室
、
曰
、「
昔
才
（
在
）
爾
考
公
氏
、
克
逨
文
王
、
（
肆
）
文
王
受
茲
大
令
（
命
）。
隹
（
唯
）
武
王
既
克
大
邑
商
、
則
廷
告
弙
（
于
）

天
、
曰
、『
余
其
宅
茲
中
或
（
國
）、
自
之

（
䢃
）
民
。』
烏

、
爾
有
（
或
）
唯
（
雖
）
小
子
亡
戠
（
識
）、
眂
（
視
）
弙
（
于
）
公
氏
、

有

（
功
）
弙
（
于
）
天
、

（
徹
）
令
（
命
）、
敬
亯
（
享
）

（
哉
）。」

（
惠
）
王
龏
（
恭
）
德
、
谷
（
裕
）
天
、
順
（
訓
）
我
不
毎

（
敏
）。
王
咸

（
誥
）。

（
何
）
易
（
賜
）
貝
卅
朋
、
用
乍
（
作
）

（
庾
）
公
寶

（
尊
）
彝
。
隹
（
唯
）
王
五
祀
。

【
唯
れ
王
初
め
て
成
周
に
遷
宅
し
、
復
た
武
王
の
禮

を
禀う

く
る
に
天
自
り
す
。
四
月
丙
戌
に
在
り
。
王
、
宗
小
子
を
京
室
に
誥

し
て
、
曰
く
、「
昔
爾
の
考
公
氏
に
在
り
て
は
、
克
く
文
王
を
逨
し
、
肆
に
文
王
、
茲
の
大
命
を
受
く
。
唯
れ
武
王
既
に
大
邑
商
に

克
ち
、
則
ち
天
に
廷
告
し
て
、
曰
く
、『
余
其
れ
茲
の
中
國
に
宅
し
、
之
れ
自
り
民
を
䢃お

さ

め
ん
』
と
。
烏

、
爾
或
い
は
小
子
に
し

て
識
る
亡
し
と
雖
も
、
公
氏
の
、
功
、
天
に
有
る
に
視な

ら

い
、
命
を
徹
し
、
敬
享
せ
よ
」
と
。
惠
れ
王
、
德
を
恭
み
、
天
に
裕
し
、

我
が
不
敏
な
る
に
訓
ず
。
王
、
誥
を
咸
え
る
。
何
、
貝
卅
朋
を
賜
わ
り
、
用
て
庾
公
の
寶
尊
彝
を
作
る
。
唯
れ
王
の
五
祀
。】

何
尊
で
は
時
王
が
在
位
五
年
に
初
め
て
成
周
に
遷
り
、
武
王
の
酒
器
を
受
け
出
し
て

を
行
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
四
月
丙
戌
の

日
に
王
が
京
室
に
お
い
て
宗
小
子
の
何
に
誥
命
を
下
し
、
宝
貝
を
与
え
て
い
る
。

毳
尊
／

（『
銘
三
』
一
〇
二
〇
／
一
一
四
〇　

西
周
早
期
後
段
）

隹
（
唯
）
四
月
、
王
初
𢓊
（
誕
）

于
成
周
。
丙
戌
、
王
各
（
格
）
于
京
宗
。
王
易
（
賜
）
宗
小
子
貝
、
毳
眔
麗
（
列
）、
易
（
賜
）

毳
。
對
王
休
、
用
乍
（
作
）
薛
公
寶

（
尊
）
彝
。
隹
（
唯
）
王
五
祀
。

【
唯
れ
四
月
、
王
、
初
め
て
誕
に
成
周
に

す
。
丙
戌
、
王
、
京
宗
に
格
る
。
王
、
宗
小
子
に
貝
を
賜
う
に
、
毳
、
眔
に
列
し
、

毳
に
賜
わ
る
。
王
の
休
に
對
し
、
用
て
薛
公
の
寶
尊
彝
を
作
る
。
唯
れ
王
の
五
祀
。】
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一
方
で
毳
尊
／

も
同
じ
五
年
四
月
丙
戌
の
祭
祀
儀
礼
を
記
録
し
て
い
る⑭

。
何
尊
と
同
様
に
成
周
で
初
め
て

を
行
い
、
丙
戌
の
日

に
王
が
京
宗
（
京
室
）
で
、
宗
小
子
の
毳
に
宝
貝
を
与
え
て
い
る⑮

。
器
主
の
身
分
や
賜
与
物
は
何
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
何
尊
と

比
べ
て
誥
命
が
省
略
さ
れ
る
な
ど
、
全
体
的
に
記
述
が
簡
略
で
あ
る
。

徳
方
鼎
（『
集
成
』
二
六
六
一　

西
周
早
期
）

隹
（
唯
）
三
月⑯

、
王
才
（
在
）
成
周
。
𢓊
（
延
）
珷

自
蒿
（
鎬
）、
咸
。
王
易
（
賜
）
德
貝
廿
朋
、
用
乍
（
作
）
寶

（
尊
）
彝
。

【
唯
れ
三
（
四
？
）
月
、
王
、
成
周
に
在
り
。
珷
の

を
延ひ

く
に
鎬
自
り
し
、
咸
わ
る
。
王
、
德
に
貝
廿
朋
を
賜
い
、
用
て
寶
尊

彝
を
作
る
。】

周
甲
戌
方
鼎
（『
西
清
続
鑑
甲
編⑰

』）

隹
（
唯
）
四
月
、
才
（
在
）
成
周
。
丙
戌
、
王
才
（
在
）
京
宗
、
商
（
賞
）
貝
。
才
（
在
）
安
□
□
卿
貝
、
用
乍
（
作
）
寶

（
尊
）

彝
。【

唯
れ
四
月
、
成
周
に
在
り
。
丙
戌
、
王
、
京
宗
に
在
り
、
貝
を
賞
す
。
才
（
在
）
安
□
□
卿
貝
、
用
て
寶
尊
彝
を
作
る
。】

こ
こ
に
引
く
徳
方
鼎
と
周
甲
戌
方
鼎
の
二
銘
に
つ
い
て
も
関
連
の
金
文
と
す
る
見
方
が
あ
る⑱

。
し
か
し
と
も
に
記
述
は
簡
略
で
、
誥

命
の
記
述
は
な
い
。
徳
方
鼎
は
何
尊
と
同
様
に
武
王
の
酒
器
を
招
来
し
た
こ
と
を
述
べ
、
徳
に
宝
貝
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
周
甲
戌
方

鼎
は
一
部
記
述
が
不
明
確
な
部
分
が
あ
る
が
、
何
尊
・
毳
尊
／

と
同
様
に
、
四
月
丙
戌
の
日
に
王
が
成
周
の
京
宗
で
臣
下
に
宝
貝
が

与
え
た
こ
と
を
記
す
。
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松
丸
道
雄
は
何
尊
に
つ
い
て
、
王
の
誥
命
を
長
々
と
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
王
室
の
製
作
と
し
て
い
る
が⑲

、
仮
に
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
一
時
に
開
催
さ
れ
た
祭
祀
儀
礼
に
参
加
し
た
と
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
同
じ
よ
う
に
宝
貝
を
賜
っ
て
い
る
四
者
の
う

ち
、
な
ぜ
何
に
だ
け
銘
文
に
王
室
の
意
図
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
か
不
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
王
室
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
祭

祀
儀
礼
に
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
金
文
に
は
差
し
当
た
り
日
付
、
王
の
所
在
、
賜
与
、
作
器
（「
某
某
、
寶
尊
彝
を
作
る
」
の
類
の
文
辞
）
と

い
っ
た
最
低
限
の
要
件
を
具
え
て
い
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
何
尊
の
場
合
は
こ
の
基
本
的
な
書
式
に
器
主
の
任
意
で
王
の
誥
命
を
追
加
し

た
と
見
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
金
文
の
記
述
の
繁
簡
は
器
主
の
任
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
王
室
に
よ
る
銘
文
の
書
式

が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
繁
雑
な
も
の
で
は
な
く
簡
潔
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
一
連
の
戦
役
へ
の
参
加

鐘
（『
集
成
』
二
六
〇　

西
周
晩
期
、
厲
王
）

王
肇

省
文
武
勤
彊
（
疆
）
土
、
南
或
（
國
）

（
服
）
孳
（
子
）
敢

（
陷
）
虐
我
土
。
王

（
敦
）
伐
其
至
、
（
撲
）
伐
厥
都
。

（
服
）
孳
（
子
）
廼
遣
閒
來
逆
卲
王
。
南
尸
（
夷
）・
東
尸
（
夷
）
具
見
廿
又
六
邦
。「
隹
（
唯
）
皇
上
帝
百
神
保
余
小
子
、
朕
猷
又

（
有
）
成
亡
競
。
我
隹
（
唯
）
司
（
嗣
）
配
皇
天
。」
王
對
乍
（
作
）
宗
周
寶
鐘
。
倉
倉
悤
悤
、

（
雍
）

（
雍
）、
用
卲
（
昭
）
各

（
格
）
不
（
丕
）
顯
且
（
祖
）
考
先
王
。
先
王
其
嚴
在
上
、

（
豐
）

（
豐
）、
降
余
多
福
、
福
余
順
孫
、
參
壽
隹
（
唯
）
利
。

（
胡
）
其
萬
年

（
畯
）
保
四
或
（
國
）。

【
王
、
肇
に
文
武
の
勤
め
し
疆
土
を

省
す
る
に
、
南
國
の
服
子
、
敢
え
て
我
が
土
を
陷
虐
す
。
王
、
敦
伐
し
て
其
れ
至
り
、
厥

の
都
を
撲
伐
す
。
服
子
廼
ち
閒
を
遣
わ
し
て
來
た
り
て
王
を
逆
卲
せ
し
む
。
南
夷
・
東
夷
の
具
に
見
え
る
も
の
廿
又
六
邦
。「
唯
れ

皇
上
帝
百
神
、
余
小
子
を
保
ち
、
朕
が
猷
成
有
り
て
競
う
亡
し
。
我
れ
唯
れ
嗣
ぎ
て
皇
天
に
配
さ
れ
ん
こ
と
を
」
と
。
王
、
對
え
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て
宗
周
の
寶
鐘
を
作
る
。
倉
倉
悤
悤
、

雍
雍
と
し
て
、
用
て
丕
顯
な
る
祖
考
先
王
を
昭
格
す
。
先
王
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在

り
、

豐
豐
と
し
て
、
余
に
多
福
を
降
し
、
余
の
順
孫
を
福
し
、
參
壽
を
し
て
唯
れ
利
あ
ら
し
め
ん
。
胡
其
れ
萬
年
畯
く
四
國

を
保
た
ん
。】

鐘
は
南
方
の
服
子
の
侵
攻
を
承
け
て
王
が
親
征
し
た
こ
と
を
記
す
。
親
征
の
結
果
服
子
を
降
し
、
南
夷
・
東
夷
に
属
す
る
二
十
六

邦
が
王
に
謁
見
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
服
子
は
南
夷
に
属
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
銘
の
断
代
に
つ
い
て
は
、か
つ
て
は
銘
中
の「
卲

王
」
に
よ
り
、
昭
王
期
と
見
な
す
の
が
一
般
的
だ
っ
た⑳

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
唐
蘭
が
早
く
に
銘
中
の
「

」
は
厲
王
胡
で
あ
る
と
し

て
い
た㉑

。
そ
し
て
胡
簋
（
集
成
四
三
一
七
）
の
発
見
に
よ
り
厲
王
の
自
作
器
と
し
て
の
評
価
が
決
定
的
と
な
っ
た㉒

。
銘
中
の
「
唯
れ
皇
上

帝
百
神
」
以
下
は
王
の
自
述
の
語
で
あ
る
。

伯

父
簋
（『
銘
図
』
五
二
七
六
〜
五
二
七
七　

西
周
晩
期
）

隹
王
九
月
初
吉
庚
午
、
王
出
自
成
周
、
南
征
伐

（
服
）
孳
（
子
）・
□
・
桐
・
潏
（

）。
白
（
伯
）

父
從
王
伐
、
寴
（
親
）
執

訊
十
夫
・
馘
廿
、
得
孚
（
俘
）
金
五
十
匀
（
鈞
）、
用
乍
（
作
）
寶
簋
、
揚
。
用
亯
（
享
）
于
文
且
（
祖
）
考
、
用
易
（
賜
）
萬
年
眉
壽
。

其

（
萬
）
年
子
子
孫
孫
、
永
寶
用
亯
（
享
）。

【
隹
れ
王
の
九
月
初
吉
庚
午
、
王
、
出
づ
る
に
成
周
自
り
し
、
南
征
し
て
服
子
・
□
・
桐
・

を
伐
つ
。
伯

父
、
王
の
伐
に
從

い
、
親み

ず
から

執
訊
十
夫
・
馘
廿
あ
り
、
俘
金
五
十
鈞
を
得
、
用
て
寶
簋
を
作
り
、
揚
す
。
用
て
文
祖
考
に
享
し
、
用
て
萬
年
眉
壽
な

る
を
賜
ら
ん
。
其
れ
萬
年
子
子
孫
孫
、
永
く
寶
用
し
て
享
せ
よ
。】
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噩
侯
鼎
（『
集
成
』
二
八
一
〇　

西
周
晩
期
）

王
南
征
、
伐
角
・
潏
（

）。
隹
（
唯
）
還
自
征
、
才
（
在
）

。
噩
（
鄂
）
侯
馭
方
内
（
納
）
壺
于
王
、
乃

（

）
之
。
馭
方
友

（
侑
）
王
。
王
休

（
偃
）、
乃
射
。
馭
方

（
會
）
王
射
、
馭
方
休
闌
。
王
宴
、
咸
酓
（
飮
）。
王
寴
（
親
）
易
（
賜
）
馭
〔
方
玉
〕
五

瑴
・
馬
四
匹
・
矢
五
〔
束
。
馭
〕
方
拜
手
稽
首
、
敢
〔
對
揚
〕
天
子
不
（
丕
）
顯
休

（
釐
）、〔
用
〕
乍
（
作
）

（
尊
）
鼎
。
其
邁

（
萬
）
年
、
子
孫
永
寶
用
。

【
王
南
征
し
、
角
・

を
伐
つ
。
唯
れ
還
り
て
征
自
り
し
、

に
在
り
。
鄂
侯
馭
方
、
壺
を
王
に
納
め
、
乃
ち
之
に

す
。
馭

方
、
王
に
侑
す
。
王
休
偃
し
、
乃
ち
射
す
。
馭
方
、
王
の
射
に
會
し
、
馭
方
に
休
闌
あ
り
。
王
宴
し
、
飮
を
咸
え
る
。
王
親
ら
馭

方
に
玉
五
瑴
・
馬
四
匹
・
矢
五
束
を
賜
う
。
馭
方
拜
手
稽
首
し
、
敢
え
て
天
子
の
丕
顯
な
る
休
釐
に
對
揚
し
、
用
て
尊
鼎
を
作
る
。

其
れ
萬
年
、
子
孫
永
く
寶
用
せ
よ
。】

生

（『
集
成
』
四
四
五
九
〜
四
四
六
一　

西
周
晩
期
）

王
征
南
淮
尸
（
夷
）、
伐
角
・
津
、
伐
桐
・

。

生
從
。
執
訊
折
首
、
孚
（
俘
）
戎
器
、
孚
（
俘
）
金
。
用
乍
（
作
）
旅

、
用

對
剌
（
烈
）。

生
眔
大
㜏
（
妘
）、
其
百
男
・
百
女
・
千
孫
、
其
邁
（
萬
）
年
眉
壽
、
永
寶
用
。

【
王
、
南
淮
夷
を
征
し
、
角
・
津
を
伐
ち
、
桐
・

を
伐
つ
。

生
從
う
。
執
訊
折
首
あ
り
、
戎
器
を
俘
し
、
金
を
俘
す
。
用
て

旅

を
作
り
、
用
て
烈
に
對
う
。

生
眔
び
大
妘
、
其
れ
百
男
・
百
女
・
千
孫
あ
ら
ん
こ
と
を
、
其
れ
萬
年
眉
壽
、
永
く
寶
用
せ

よ
。】

朱
鳳
瀚
は
、
こ
れ
ら
三
銘
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は

鐘
と
同
一
の
戦
役
で
あ
る
と
指
摘
す
る㉓

。
四
銘
を
つ
な
げ
る
と
、
こ
の
時
に
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（
服
）
孳
（
子
）、
桐
、
潏
（

）、
角
、
津
が
征
伐
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
連
の
戦
役
に
つ
い
て
、
親
征
し
た
王

の
器
銘
と
従
軍
し
た
臣
下
の
器
銘
と
の
比
較
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
各
銘
は
王
の
南
征
に
あ
た
っ
て
主
要
な
征
伐
対
象
、
あ
る

い
は
器
主
で
あ
る
臣
下
自
身
が
従
軍
し
、
戦
っ
た
対
象
の
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
銘
文
だ
け
で
は

戦
役
の
全
貌
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

以
下
、
各
銘
の
記
述
を
追
っ
て
い
く
と
、

鐘
は
服
子
な
ど
の
服
属
と
王
の
瑕
辞
（
祖
霊
へ
の
言
葉
）
を
記
載
し
、
些
末
な
軍
功
は
挙

げ
な
い
。
伯

父
簋
と

生

は
器
主
の
軍
功
、
捕
虜
や
敵
首
、
そ
の
他
鹵
獲
品
を
得
た
こ
と
を
記
す
。
噩
侯
鼎
は
、
王
に
対
す
る
饗

礼
・
射
礼
を
記
し
、
鄂
侯
馭
方
自
身
が
戦
役
に
従
軍
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
の
戦
役
に
関
す
る
記
述
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
関
心
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
内
容
と
な
る
。
ま
た
王
の
親
征
で
は
あ
る
が
、
臣
下
の
器
銘
は

鐘
に
見
え
る
よ
う
な

王
の
軍
功
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

３　

同
一
の
器
主
に
よ
る
同
一
事
件
記
載
金
文

今
度
は
器
主
が
同
一
人
物
に
よ
る
同
一
事
件
記
載
金
文
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
特
に
近
年
出
土
の
金
文
が
関
係
し
て
い
る
事

例
を
取
り
上
げ
る
。

五
年
琱
生
簋
（『
集
成
』
四
二
九
二　

西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
五
年
正
月
己
丑
、
琱
生
又
（
有
）
事
。

（
召
）
來
合
事
。
余
獻
。

（
婦
）
氏
以
壺
、
告
曰
、「
以
君
氏
令
（
命
）。」
曰
、

「
余
老
止
（
矣
）。
公
僕

（
庸
）
土
田
多
諫
。
弋
（
式
）
白
（
伯
）
氏
從
許
、
公
宕
其
參
、
女
（
汝
）
則
宕
其
貳
。
公
宕
其
貳
、
女
（
汝
）
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則
宕
其
一
。」
余

（
惠
）
于
君
氏
大
章
（
璋
）、
報

（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）。

（
召
）
白
（
伯
）
虎
曰
、「
余
既
訊
。

（
厭
）

我
考
我
母
令
（
命
）。
余
弗
敢

（
亂
）。
余
或
至
（
致
）
我
考
我
母
令
（
命
）。」
琱
生
則
堇
（
覲
）
圭
。

【
唯
れ
五
年
正
月
己
丑
、
琱
生
に
事
有
り
。
召
、
來
た
り
て
事
を
合
す
。
余
獻
ず
。
婦
氏
、
壺
を
以
て
し
、
告
げ
て
曰
く
、「
君

氏
の
命
を
以
て
す
」
と
。
曰
く
、「
余
老
い
た
り
。
公
の
僕
庸
土
田
に
諫
多
し
。
伯
氏
の
從
許
す
る
を
式も

っ

て
、
公
、
其
の
參
を
宕し

む

れ
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
貳
を
宕
め
よ
。
公
、
其
の
貳
を
宕
む
れ
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
一
を
宕
め
よ
」
と
。
余
、
君
氏
に
大
璋
を
惠

し
、
婦
氏
に
帛
束
・
衡
を
報
ず
。
召
伯
虎
曰
く
、「
余
既
に
訊
け
り
。
我
が
考
我
が
母
の
命
を
厭
か
し
む
。
余
敢
え
て
亂
さ
ず
。
余

或
た
我
が
考
我
が
母
の
命
を
致
す
」
と
。
琱
生
則
ち
圭
を
覲
す
。】

六
年
琱
生
簋
（『
集
成
』
四
二
九
三　

西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
六
年
四
月
甲
子
、
王
才
（
在
）

。

（
召
）
白
（
伯
）
虎
告
曰
、「
余
告
慶
。」
曰
、「
公
氒
（
厥
）
稟
貝
、
用
獄
諫
。
爲

白
（
伯
）。
又
（
有
）
祇
、
又
（
有
）
成
。
亦
我
考
幽
白
（
伯
）・
幽
姜
令
（
命
）。
余
告
慶
。
余
以
邑
訊
有
𤔲
（
司
）、『
余
典
、
勿
敢
封
。』

今
既
訊
。
有
𤔲
（
司
）
曰
、『

（
厭
）
令
（
命
）。
今
余
既
一
名
（
銘
）
典
、
獻
。』
白
（
伯
）
氏
則
報
辟
（
璧
）。」
琱
生
奉
揚
朕
宗
君

其
休
、
用
乍
（
作
）
朕
剌
（
烈
）
且
（
祖
）

（
召
）
公
嘗
簋
。
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
寶
、
用
亯
（
享
）
于
宗
。

【
唯
れ
六
年
四
月
甲
子
、
王
、

に
在
り
。
召
伯
虎
告
げ
て
曰
く
、「
余
、
慶
を
告
ぐ
」
と
。
曰
く
、「
公
の
稟た

ま

い
し
貝
は
、
獄
諫

に
用
う
。
爲
せ
し
は
伯
な
り
。
祇
し
む
有
り
、
成
有
り
。
亦
た
我
が
考
幽
伯
・
幽
姜
の
命
な
り
。
余
、
慶
を
告
ぐ
。
余
、
邑
を
以

て
有
司
に
訊
く
、『
余
は
典
す
る
の
み
、
敢
え
て
封
ず
る
勿
れ
』
と
。
今
既
に
訊
く
。
有
司
曰
く
、『
命
を
厭
か
し
め
た
り
。
今
余

既
に
一
く
典
に
銘
じ
、
獻
ず
』
と
。
伯
氏
則
ち
璧
を
報
ず
」
と
。
琱
生
朕
が
宗
君
の
休
を
奉
揚
し
、
用
て
朕
が
烈
祖
召
公
の
嘗
簋

を
作
る
。
其
れ
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
く
寶
と
し
、
用
て
宗
に
享
せ
よ
。】
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五
年
琱
生
尊
（『
銘
図
』
一
一
八
一
六
〜
一
一
八
一
七　

西
周
晩
期
）

隹
（
唯
）
五
年
九
月
初
吉
、

（
召
）
姜
以
琱
生

（
緆
）
五
尋
・
壺
兩
。
君
氏
命
曰
、「
余
老
止
（
矣
）。
我
僕

（
庸
）
𢓂
（
土
）

田
多
柬
（
諫
）。
弋
（
式
）
許
、
勿
吏
（
使
）
散
亡
。
余
宕
其
參
、
宕
其
貳
。
其

（
兄
）
公
、
其
弟
乃
。」
余

（
惠
）
大
章
（
璋
）、
報 

（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）
一
。
有
𤔲
（
司
）
眔

（
賜
）
兩
辟
（
璧
）。
琱
生
對
揚
朕
宗
君
休
、
用
乍
（
作
）

（
召
）
公

（
尊
）

。
用
𣄨
（
祈
）
通

（
祿
）・
得
屯
（
純
）・
霝
（
靈
）
冬
（
終
）。
子
孫
永
寶
用
之
亯
（
享
）。
其
又
（
有
）
敢

（
亂
）
茲
命
、
曰
、「
女

（
汝
）
事

（
召
）
人
、
公
則
明
亟
（

）。」

【
唯
れ
五
年
九
月
初
吉
、
召
姜
、
琱
生
に
緆
五
尋
・
壺
兩
を
以
て
す
。
君
氏
命
じ
て
曰
く
、「
余
老
い
た
り
。
我
が
僕
庸
土
田
に

諫
多
し
。
許
す
を
式
て
、
散
亡
せ
し
む
る
勿
れ
。
余
、
其
の
參
を
宕
む
れ
ば
、
其
の
貳
を
宕
め
よ
。
其
れ
兄
は
公
、
其
れ
弟
は
乃
」

と
。
余
、
大
璋
を
惠
し
、
婦
氏
に
帛
束
・
衡
一
を
報
ず
。
有
司
眔
に
兩
璧
を
賜
う
。
琱
生
、
朕
が
宗
君
の
休
に
對
揚
し
、
用
て
召

公
の
尊

を
作
る
。
用
て
通
祿
・
得
純
・
靈
終
を
祈
る
。
子
孫
永
く
之
を
寶
用
し
て
享
せ
よ
。
其
れ
敢
え
て
茲
の
命
を
亂
す
有
ら

ば
、
曰
わ
ん
、「
汝
は
召
に
事
う
る
の
人
、
公
則
ち
明

せ
よ
」
と
。】

こ
れ
ら
三
銘
は
従
来
五
年
琱
生
簋
・
六
年
琱
生
簋
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
近
年
に
な
っ
て
五
年
琱
生
尊
が
出
土
し
た
と
い
う
経

緯
が
あ
る㉔

。
い
ず
れ
も
召
氏
傍
系
の
琱
生
が
器
主
で
あ
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
金
文
の
性
質
・
内
容
に
つ
い
て
、
木
村
秀
海
の
理
解
に
基
づ
い
て
ま
と
め
て
お
く㉕

。
そ
れ
ぞ
れ
紀
年
が
異
な
る
が
、

い
ず
れ
も
同
一
の
事
案
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
と
な
る
。
内
容
は
幽
伯
か
ら
召
伯
虎
へ
の
召
伯
家
の
宗
君
の
代
替
わ
り
を
機
に
、
琱

生
が
分
室
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
召
伯
家
の
琱
生
に
対
す
る
土
地
と
人
員
の
分
割
、
そ
れ

に
付
随
す
る
裁
判
、
贈
答
な
ど
を
記
録
し
て
い
る
。
五
年
琱
生
尊
は
手
続
き
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
時
点
で
製
作
さ
れ
、「
五
年
九
月
初
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吉
」
は
決
着
が
つ
い
た
時
期
で
あ
る
。
五
年
琱
生
簋
・
六
年
琱
生
簋
は
二
件
の
銘
文
に
分
け
て
、
分
室
の
発
端
、
手
続
き
の
経
過
、
終

結
を
詳
細
に
記
し
、
五
年
琱
生
尊
の
方
は
、
発
端
を
や
や
詳
し
く
、
手
続
き
の
経
過
と
終
結
を
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。
五
年
琱
生
簋
・

六
年
琱
生
簋
の
方
は
幽
伯
・
幽
姜
の
死
を
承
け
、
両
人
に
感
謝
の
意
を
示
す
た
め
製
作
さ
れ
た
。
こ
の
両
器
は
セ
ッ
ト
で
同
時
に
製
作

さ
れ
、
銘
文
は
連
続
し
て
い
る
。「
五
年
正
月
己
丑
」
は
分
室
の
事
案
が
始
ま
っ
た
日
付
、「
六
年
四
月
甲
子
」
は
両
器
製
作
の
日
付
で

あ
る
。

こ
の
う
ち
五
年
琱
生
尊
と
五
年
琱
生
簋
と
に
内
容
の
重
複
が
多
い
。
特
に
婦
氏
（
幽
伯
の
妻
）
が
、
召
伯
家
と
琱
生
と
の
間
の
土
地
の

分
割
の
比
率
に
関
す
る
夫
の
言
葉
を
琱
生
に
伝
え
た
部
分
が
重
複
し
て
い
る
が
、
木
村
秀
海
は
こ
の
重
複
部
分
を
比
較
す
る
と
、
直
接

話
法
と
間
接
話
法
が
混
在
し
て
い
る
と
指
摘
す
る㉖

。
す
な
わ
ち
幽
伯
の
立
場
で
語
っ
て
い
る
部
分
（
直
接
話
法
。
以
下
の
引
用
文
の
傍
線
部
）

と
琱
生
の
立
場
か
ら
記
述
し
た
部
分
（
間
接
話
法
。
引
用
文
の
波
線
部
）
で
あ
る㉗

。

尊
銘
「
余
老
い
た
り
。
我
が
僕
庸
土
田
に
諫
多
し
。
許
す
を
式
て
、
散
亡
せ
し
む
る
勿
れ
。
余
、
其
の
參
を
宕
む
れ
ば
、
其
の

貳
を
宕
め
よ
。
其
れ
兄
は
公
、
其
れ
弟
は
乃
」

簋
銘
「
余
老
い
た
り
。
公
の
僕
庸
土
田
に
諫
多
し
。
伯
氏
の
從
許
す
る
を
式
て
、
公
、
其
の
參
を
宕
む
れ
ば
、
汝
は
則
ち
其
の

貳
を
宕
め
よ
。
公
、
其
の
貳
を
宕
む
れ
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
一
を
宕
め
よ
」

こ
の
う
ち
簋
銘
を
直
接
話
法
に
統
一
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
二
重
線
部
が
修
正
し
た
部
分
）。

「
余
老
い
た
り
。
我
が
僕
庸
土
田
に
諫
多
し
。
虎
の
從
許
す
る
を
式
て
、
余
、
其
の
參
を
宕
む
れ
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
貳
を
宕
め

よ
。
余
、
其
の
貳
を
宕
む
れ
ば
、
琱
生
は
則
ち
其
の
一
を
宕
め
よ
」
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（
大
意
：
幽
伯
は
老
い
て
隠
居
を
望
ん
で
い
る
。
幽
伯
の
土
地
・
人
員
に
は
紛
争
が
多
く
、
裁
判
・
交
渉
に
よ
る
解
決
の
必
要
が
あ
る
。
新
宗
君
と
な

る
召
伯
虎
が
分
室
に
同
意
す
れ
ば
、
幽
伯
側
と
琱
生
側
の
土
地
の
分
割
の
比
率
を
三
対
二
あ
る
い
は
二
対
一
と
す
る
。）

話
法
混
在
の
理
由
と
し
て
木
村
秀
海
は
琱
生
が
幽
伯
に
敬
意
を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
と
、
一
方
で
発
言
を
引
用
す
る
際
の
文
章
の
整

理
が
未
熟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
上
げ
て
い
る㉘

。

松
丸
道
雄
は
、
王
室
が
金
文
製
作
を
通
じ
て
臣
下
に
圧
力
を
か
け
る
一
方
で
、
諸
侯
は
諸
侯
で
金
文
製
作
を
通
じ
て
そ
の
臣
下
に
、

王
室
の
権
威
を
借
り
て
一
定
の
圧
力
を
加
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
が㉙

、
尊
銘
と
簋
銘
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
、
す
な
わ

ち
幽
伯
側
か
ら
琱
生
へ
の
圧
力
で
あ
る
と
か
、
琱
生
の
反
抗
を
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
、
読
み
取
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

尊
銘
に
加
え
て
内
容
が
重
複
す
る
簋
銘
が
作
ら
れ
た
事
由
は
、
政
治
的
意
図
と
は
別
の
方
向
、
た
と
え
ば
木
村
秀
海
の
想
定
す
る
よ
う

に
、
本
来
分
室
の
手
続
き
が
完
了
し
た
時
点
で
製
作
さ
れ
た
五
年
琱
生
尊
の
み
で
充
分
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
幽
伯
・
幽
姜
の
死
を
承
け

て
、
両
人
に
感
謝
の
意
を
示
す
た
め
に
改
め
て
五
年
琱
生
簋
・
六
年
琱
生
簋
を
製
作
し
た
と
い
う
よ
う
な
方
向
で
考
え
る
必
要
が
あ
る㉚

。

次
の
事
例
に
移
る
。

气
盤
（
霸
姫
盤
）（『
銘
三
』
一
二
二
〇　

西
周
中
期
）

唯
八
月
戊
申
、
霸
姬
以
气
訟
于
穆
公
、
曰
、「
以
公
命
、
用

（
討
）
朕

（
僕
）

（
馭
）・
臣
妾
自
气
、
不
余
气
（
乞
）。」
公
曰
、

「
余
不
女
（
汝
）
命
。」
曰
、「

（
卜
）
霸
姬
。」
气
誓
曰
、「
余

（
敢
）
弗
廛
（
展
）
爯
（
稱
）
公
命
。
用

（
卜
）
霸
姬
、
余
唯
自

無
（
誣
）、

（
鞭
）
五
百
、
罰
五
百

（
鋝
）。」
報
氒
（
厥
）
誓
曰
、「
余
爯
（
稱
）
公
命
、
用

（
卜
）
霸
姬
。

（

）
余
亦
改
朕

辭
、
則

（
鞭
）
五
百
、
罰
五
百

（
鋝
）。」
气
則
誓
。
曾
（
增
）
氒
（
厥
）
誓
曰
、「
女
（
汝
）（
余
？
）

（
敢
）
弗
爯
（
稱
）
公
命
、
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用

（
卜
）
霸
姬
、
余
唯
自
無
（
誣
）、
則

（
鞭
）
身
、
傳
出
。」
報
氒
（
厥
）
誓
曰
、「
余
既
曰
、『
爯
（
稱
）
公
命
、
（

）
余
改

朕
辭
、
則
出
棄
。』」
气
則
誓
。
對
公
命
、
用
乍
（
作
）
寶
般
（
盤
）・

。
孫
子
子
其

（
萬
）
年
寶
用
。

【
唯
れ
八
月
戊
申
、
霸
姬
、
气
を
以
て
穆
公
に
訟
え
て
、
曰
く
、「
公
命
を
以
て
、
用
て
朕
が
僕
馭
・
臣
妾
を
討も

と

む
る
に
气
自
り

す
る
に
、
余
に
乞あ

た

え
ず
」
と
。
公
曰
く
、「
余
の
汝
に
命
ぜ
ざ
る
に
」
と
。
曰
く
、「
霸
姬
に
卜あ

た

う
」
と
。
气
誓
い
て
曰
く
、「
余
、

敢
え
て
公
の
命
を
展
稱
せ
ず
。
用
て
霸
姬
に
卜
え
、
余
唯
れ
自
ら
誣な

み

す
れ
ば
、
鞭
つ
こ
と
五
百
、
罰
す
る
こ
と
五
百
鋝
な
ら
ん
」

と
。
厥
の
誓
い
を
報
じ
て
曰
く
、「
余
、
公
の
命
を
稱
し
、
用
て
霸
姬
に
卜
え
ん
。

も

し
余
亦
た
朕
が
辭
を
改
む
れ
ば
、
則
ち
鞭
つ

こ
と
五
百
、
罰
す
る
こ
と
五
百
鋝
な
ら
ん
」
と
。
气
則
ち
誓
う
。
厥
の
誓
い
を
增
し
て
曰
く
、「
汝
（
余
？
）
敢
え
て
公
の
命
を
稱

し
て
、
用
て
霸
姬
に
卜
え
ず
、
余
唯
れ
自
ら
誣
す
れ
ば
、
則
ち
身
を
鞭
ち
、
傳
出
さ
れ
ん
」
と
。
厥
の
誓
い
を
報
じ
て
曰
く
、「
余

既
に
曰
く
、『
公
の
命
を
稱
し
、

し
余
、
朕
が
辭
を
改
む
れ
ば
、
則
ち
出
棄
さ
れ
ん
』」
と
。
气
則
ち
誓
う
。
公
の
命
に
對
し
、

用
て
寶
盤
・

を
作
る
。
孫
子
子
其
れ
萬
年
寶
用
せ
よ
。】

气

（『
銘
図
』
一
四
七
九
五　

西
周
中
期
）

气
誓
曰
、「
余

（
敢
）
弗
爯
（
稱
）
公
命
、
余
自
無
（
誣
）、
則

（
鞭
）
身
、
笰
傳
出
。」
報
氒
（
厥
）
誓
曰
、「
余
既
曰
、『
余
爯

（
稱
）
公
命
、

（

）
余
亦
改
朕
辭
、
出
棄
。』」
對
公
命
、
用
乍
（
作
）
寶
般
（
盤
）・

。
孫
子
子
其

（
萬
）
年
寶
用
。

【
气
誓
い
て
曰
く
、「
余
、
敢
え
て
公
の
命
を
稱
せ
ず
、
余
自
ら
誣
す
れ
ば
、
則
ち
身
を
鞭
ち
、
笰
し
て
傳
出
さ
れ
ん
」
と
。
厥

の
誓
い
を
報
じ
て
曰
く
、「
余
既
に
曰
く
、『
余
、
公
の
命
を
稱
し
、

し
余
亦
ま
た
朕
が
辭
を
改
む
れ
ば
、
出
棄
さ
れ
ん
』
と
。」

公
の
命
に
對
し
、
用
て
寶
盤
・

を
作
る
。
孫
子
子
其
れ
萬
年
寶
用
せ
よ
。】
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こ
の
二
器
は
と
も
に
山
西
翼
城
大
河
口
西
周
覇
国
墓
地
二
〇
〇
二
号
よ
り
出
土
し
た㉛

。
盤
銘
は
お
そ
ら
く
は
覇
国
に
嫁
い
だ
覇
姫
の

所
有
し
て
い
た
僕
馭
・
臣
妾
が
气
の
手
に
渡
り
、
覇
姫
が
气
に
返
還
を
求
め
る
が
、
气
は
返
還
に
応
じ
な
い
こ
と
、
覇
姫
が
王
朝
の
有

力
者
穆
公
に
气
を
告
訴
し
、
穆
公
は
气
に
返
還
を
命
じ
た
こ
と
、
气
は
返
還
を
履
行
し
な
け
れ
ば
鞭
打
ち
、
罰
金
、
追
放
に
処
さ
れ
て

も
よ
い
と
誓
い
を
立
て
た
こ
と
を
記
す
。

銘
は
盤
銘
の
節
録
で
あ
り
、
气
の
誓
い
の
部
分
の
み
を
記
載
し
、
誓
い
に
至
っ
た
事
情
は
記
載
さ
れ
な
い
。
覇
姫
の
名
は
出
て
こ

ず
、
穆
公
も
「
公
」
と
略
記
す
る
の
み
で
あ
る
。
盤
と

と
い
う
器
種
は
し
ば
し
ば
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
た
だ
、
盤
が
銘
文
を

鋳
造
す
る
の
に
比
較
的
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
で
き
る
の
に
対
し
、

は
逆
に
比
較
的
狭
い
ス
ペ
ー
ス
し
か
用
意
で
き
な
い
。
そ
こ
で

銘
は
必
要
最
小
限
の
内
容
を
節
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
用
途
と
し
て
は
、
气
の
誓
い
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
た
場

合
な
ど
に
、
文
脈
・
内
容
を
承
知
し
て
い
る
者
が
読
む
と
い
う
前
提
、
あ
る
い
は
事
情
を
詳
述
す
る
盤
銘
と
セ
ッ
ト
で
読
ま
れ
る
と
い

う
前
提
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

器
主
は
特
に
盤
銘
に
つ
い
て
は
一
般
に
覇
姫
と
さ
れ
て
い
る
が
、

銘
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
韓
巍
は
両
銘
の
器
主
を
气
で
あ

り
、
こ
れ
は
二
〇
〇
二
号
墓
の
被
葬
者
覇
国
国
君
の
一
族
で
あ
る
覇
仲
の
私
名
と
す
る32

。
覇
姫
・
气
の
ど
ち
ら
が
器
主
で
も
、

銘
の

よ
う
な
節
録
で
記
録
・
記
念
と
し
て
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

更
に
覇
姫
は
誰
の
妻
か
と
い
う
点
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。一
般
的
に
は
二
〇
〇
二
号
墓
の
被
葬
者
で
あ
る
覇
仲
の
妻
と
さ
れ
る
が
、

韓
巍
は
、
气
は
二
〇
〇
二
号
墓
の
被
葬
者
で
あ
る
覇
仲
自
身
で
あ
り
、
覇
姫
は
覇
伯
の
妻
で
あ
る
と
す
る33

。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
同
一
事
件
記
載
金
文
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
金
文
か
ら
以
下
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ

る
。金

文
は
臣
下
の
功
業
に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ
り
、
そ
し
て
臣
下
の
関
わ
っ
た
範
囲
の
こ
と
を
中
心
に
記
録
し
て
い

る
。
よ
っ
て
個
別
の
金
文
か
ら
は
事
件
の
全
貌
を
窺
い
知
る
の
は
困
難
な
面
が
あ
る
。
ま
た
第
三
者
が
読
ん
で
内
容
を
正
確
に
把
握
で

き
る
よ
う
に
書
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
一
事
件
を
記
録
し
て
も
器
主
が
異
な
れ
ば
同
じ
内
容
・
分
量
に
は
な
ら
な
い
。
か
つ
器
主

が
同
一
人
物
で
あ
っ
て
も
必
要
に
応
じ
て
分
量
、
内
容
の
繁
簡
な
ど
に
違
い
が
生
じ
る
。

最
後
に
以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
作
冊

と
作
冊

尊
に
立
ち
返
る
と
、
こ
の
両
銘
に
つ
い

て
も
、
松
丸
道
雄
の
よ
う
に

銘
が
王
室
の
政
治
的
意
図
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
尊
銘
は
そ
れ
に
対
す
る
反
抗
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
銘
の
相
違
の
事
由
は
、
王
室
に
よ
る
製
作
か
臣
下
の
自
作
か
に
関
わ

ら
ず
、
た
と
え
ば
伊
藤
道
治
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
金
文
著
述
の
う
え
で
は
王
室
の
政
治
的
意
図
よ
り
も
字
数
や
鋳
造
箇
所
の
ス
ペ
ー

ス
の
よ
う
な
即
物
的
な
事
情
が
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
別
の
方
向
か
ら
検
討
し
た
方
が
よ
い
。

本
稿
は
同
一
事
件
記
載
金
文
に
関
す
る
金
文
の
内
容
、
書
式
の
み
を
問
題
と
し
た
が
、
松
丸
道
雄
の
研
究
は
麦
諸
器
な
ど
そ
れ
以
外

の
金
文
も
問
題
に
し
、
か
つ
青
銅
器
の
造
型
や
銘
文
部
分
の
ス
ペ
ー
サ
ー
な
ど
、
考
古
学
的
な
視
点
も
含
め
た
総
合
的
な
議
論
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
面
か
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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金
文
著
録
略
称

集
成
：
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
殷
周
金
文
集
成
（
修
訂
増
補
本
）』（
中
華
書
局
、
２
０
０
７
年
）

銘
図
：
呉
鎮
烽
編
著
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
図
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
２
０
１
２
年
）

銘
続
：
呉
鎮
烽
編
著
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
図
像
集
成
続
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
２
０
１
６
年
）

銘
三
：
呉
鎮
烽
編
著
『
商
周
青
銅
器
銘
文
曁
図
像
集
成
三
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
２
０
２
０
年
）

注
①　

松
丸
道
雄
「
西
周
青
銅
器
製
作
の
背
景
―
周
金
文
研
究
・
序
章
―
」「
西
周
青
銅
器
中
の
諸
侯
製
作
器
に
つ
い
て
―
周
金
文
研
究
・
序
章
そ
の
二
―
」（
と

も
に
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
国
家
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
七
七
年
、
一
九
七
九
年
）。

②　

松
丸
道
雄
前
掲
「
西
周
青
銅
器
製
作
の
背
景
―
周
金
文
研
究
・
序
章
―
」、
二
〇
〜
五
四
頁
。

③　

本
稿
で
引
用
す
る
金
文
は
、
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
著
録
の
釈
文
を
参
照
し
つ
つ
、
部
分
的
に
銘
文
拓
本
な
ど
の
図
版
を
参
照
し
て
筆
者
が
改
釈
し
た
。

別
に
依
拠
す
る
研
究
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
注
記
す
る
。

④　

白
川
静
「
松
丸
道
雄
編
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
国
家
』」（『
史
学
雑
誌
』
第
九
〇
編
第
九
号
、
一
九
八
一
年
）。

⑤　

伊
藤
道
治
「
西
周
金
文
と
は
何
か
―
恩
寵
と
忠
誠
―
」（『
中
国
古
代
国
家
の
支
配
構
造
―
西
周
封
建
制
度
と
金
文
―
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）、

二
四
〜
二
八
・
三
〇
〜
四
一
頁
。

⑥　

高
島
敏
夫
『
西
周
王
朝
論
《
話
体
版
》』（
朋
友
書
店
、
二
〇
一
七
年
）、
一
三
八
頁
。

⑦　

高
島
敏
夫
前
掲
『
西
周
王
朝
論
《
話
体
版
》』、
三
三
五
〜
三
三
六
頁
、
注
（
三
）。

⑧　

白
川
静
『
金
文
通
釈
』
巻
一
上
（『
白
川
静
著
作
集
別
巻
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）、
一
八
一
〜
一
八
九
頁
。
た
だ
し
白
川
静
は

𢓊
を
五
侯
の
名
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
𢓊
と
五
侯
を
そ
れ
ぞ
れ
別
人
と
見
て
お
く
。
と
な
れ
ば
こ
の
器
銘
は
「
保

／
尊
」
で
は
な
く
「
𢓊

／
尊
」
と
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呼
称
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
一
般
的
な
「
保

／
尊
」
の
呼
称
を
採
っ
て
お
く
。
な
お
、
保

／
尊
銘
に
見
え
る
「
𢓊
」
字
は
一
般
的
に
虚
詞

の
「
延
」
あ
る
い
は
「
誕
」
と
解
さ
れ
る
。

⑨　

唐
蘭
『
西
周
銅
器
銘
文
分
代
史
徴
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）、
六
四
頁
・
六
七
〜
六
八
頁
。
儀
礼
の
案
内
役
が
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
賞
賜
さ
れ
た

と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
唐
蘭
は
こ
の
器
銘
を
「
賓

／
尊
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
字
は
一
般
的
に
貢
納
品
な
ど
の
賞
賜
品
と
解
さ
れ
る
。

⑩　

銘
中
の
「
蔑
歴
」
と
は
、
主
君
・
上
官
が
臣
下
・
部
下
に
賞
賜
す
る
際
に
、
自
身
や
そ
の
祖
先
の
功
績
を
称
え
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
り
、「（
器
主
が
）

保
に
蔑
歴
さ
れ
た
」
と
受
動
態
で
読
む
べ
き
で
あ
る
。「
保
」
を
器
主
と
見
る
と
、
保
が
自
分
で
自
分
を
褒
め
称
え
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て

「
保
」
は
器
主
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
蔑
歴
」
に
つ
い
て
は
佐
藤
信
弥
「
蔑
歴
の
時
代
」（『
西
周
期
に
お
け
る
祭
祀
儀
礼
の
研
究
』、
朋
友
書
店
、

二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

⑪　

こ
の
五
侯
と
は
五
人
の
侯
の
ほ
か
、
五
を
地
名
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
旧
殷
の
地
の
五
人
の
諸
侯
と
見
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
銘
の
主
要
な

解
釈
は
孫
稚
雛
「
保

銘
文
匯
釈
」（『
古
文
字
研
究
』
第
五
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

⑫　

荊
子
は
多
邦
伯
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

⑬　

李
天
虹
等
「
湖
北
隨
州
葉
家
山
西
周
墓
地
筆
談
」（『
文
物
』
二
〇
一
一
年
第
一
一
期
）、
七
七
頁
。

⑭　

曹
錦
炎
「
毳
尊

銘
文
考
釈
」（『
古
文
字
研
究
』
第
三
三
輯
、
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
）、
二
七
六
頁
。

⑮　

何
尊
は
通
常
、
西
周
早
期
前
段
の
成
王
期
の
器
銘
と
さ
れ
る
。
一
方
、
毳
尊
／

に
つ
い
て
は
『
銘
三
』
は
西
周
早
期
後
段
に
断
代
し
て
お
り
、
製
作

時
期
に
少
し
ず
れ
が
あ
る
。
た
だ
、何
尊
の
断
代
に
つ
い
て
は
、李
学
勤
「
何
尊
新
釈
」（『
新
出
青
銅
器
研
究
（
増
訂
版
）』、人
民
美
術
出
版
社
、二
〇
一
六

年
、
初
出
一
九
八
一
年
）
の
よ
う
に
、
西
周
早
期
後
段
の
康
王
期
に
置
く
研
究
も
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
深
入
り
し
な
い
こ
と
に

す
る
。

⑯　

こ
の
「
三
月
」
は
「
四
月
」
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。

⑰　

王
杰
等
編
『
西
清
続
鑑
甲
編
』
二
十
巻
・
附
録
一
（
劉
慶
柱
、
段
志
洪
主
編
、
馮
時
副
主
編
『
金
文
文
献
集
成
』
香
港
明
石
文
化
国
際
出
版
、
二
〇
〇
四

年
、
初
出
一
七
九
三
年
）、
第
五
冊
所
収
、
第
一
巻
、
第
三
十
六
葉
。

⑱　

黄
錦
前
「
新
見
毛

及
其
価
値
」（『
文
博
』
二
〇
二
一
年
第
二
期
）。
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⑲　

松
丸
道
雄
前
掲
「
西
周
青
銅
器
製
作
の
背
景
―
周
金
文
研
究
・
序
章
―
」、
一
六
〜
一
七
頁
。

⑳　

郭
沫
若
『
両
周
金
文
辞
大
系
図
録
考
釈
』（『
郭
沫
若
全
集　

考
古
編
』
第
七
〜
八
巻
所
収
、
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
三
五
年
）、
第
八

巻
、
五
十
二
葉
な
ど
。

㉑　

唐
蘭
「
周
王

鐘
考
」（『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』、
紫
禁
城
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
三
六
年
）、
三
十
九
頁
。

㉒　

羅
西
章
「
陝
西
扶
風
発
現
西
周
厲
王
胡
簋
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
四
期
）。

㉓　

朱
鳳
瀚
「
由
伯

父
簋
再
論
周
厲
王
征
淮
夷
」（『
古
文
字
研
究
』
第
二
七
輯
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
九
三
〜
一
九
四
頁
。

㉔　

宝
鶏
市
考
古
研
究
所
・
扶
風
県
博
物
館
「
陝
西
扶
風
五
郡
西
村
西
周
青
銅
器
窖
蔵
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
）。

㉕　

木
村
秀
海
「
琱
生
三
器
釈
読
」（『
漢
字
学
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
）。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
三
銘
の
釈
読
も
こ
れ
に
基
づ
い
た
。

㉖　

木
村
秀
海
前
掲
「
琱
生
三
器
釈
読
」、
四
八
〜
四
九
頁
。

㉗　

以
下
、
木
村
秀
海
前
掲
「
琱
生
三
器
釈
読
」
の
指
摘
か
ら
一
部
修
正
し
た
。

㉘　

木
村
秀
海
前
掲
「
琱
生
三
器
釈
読
」、
四
九
頁
。

㉙　

松
丸
道
雄
前
掲
「
西
周
青
銅
器
中
の
諸
侯
製
作
器
に
つ
い
て
―
周
金
文
研
究
・
序
章
そ
の
二
―
」、
一
六
五
頁
。

㉚　

木
村
秀
海
前
掲
「
琱
生
三
器
釈
読
」、
五
一
頁
。

㉛　

こ
の
両
銘
の
釈
読
は
裘
錫
圭
「
大
河
口
西
周
墓
地
二
〇
〇
二
号
墓
出
土
盤

銘
文
解
釈
」（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
網
站
二
〇
一
八
年

七
月
一
四
日
、http://w
w
w
.gw
z.fudan.edu.cn/W

eb/Show
/4277

）
に
よ
る
。

32　

韓
巍
「
翼
城
大
河
口
Ｍ
一
〇
一
七
、
Ｍ
二
〇
〇
二
両
墓
的
年
代
及
相
関
問
題
」（『
青
銅
器
与
金
文
』
第
三
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）、

二
五
二
〜
二
五
三
頁
。

33　

韓
巍
前
掲
「
翼
城
大
河
口
Ｍ
一
〇
一
七
、
Ｍ
二
〇
〇
二
両
墓
的
年
代
及
相
関
問
題
」、
二
五
二
頁
。

（
立
命
館
大
学
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所　

客
員
研
究
員
）


